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経済の持続的成長に資するより良い資金の流れ

各国の家計金融資産構成比 各国の家計金融資産の推移

 我が国の家計金融資産（約1,700兆円）の52％（約900兆円）が現預金。

米英に比べ株式・投信等の割合が低く、家計金融資産の伸びは低い水準（運用による増加に大きな差）。

 近年の推移を見ても、我が国における現預金優位の状況は大きく変わっていない。

⇒ 約900兆円の現預金が投資に移行していけば、

• 中長期的に安定的なリターンの実現を通じて、家計の金融資産が増加
• 国内株式市場への資金流入、外為市場における外貨買い需要が継続的に発生し、株式市場・為替
市場の安定にも資するとともに、健全な成長資金の供給へ
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（注）1995年＝１（英国のみ1997年＝1）とする
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金融資産ゼロ世帯の推移

（出典）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」（二人以上世帯調査）

収入階層別の金融資産ゼロ世帯比率

（注）金融資産とは、預貯金、信託、保険、有価証券等。ただし、事業性預貯金、給与振込や振替等で一時的にしか口座にとどまらない預貯金等は除く。

有価証券・定期預金等による資産形成をしていない世帯は３世帯に１世帯

調査数は8000世帯（世帯主20歳以上、かつ世帯員2名以上、なお家族構成は平均世帯人数3.2人）
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階層Ⅲ 500万円～1000万円未満（S53

年～H２年は500万円～700万円未満）

階層Ⅳ 1000万円以上(S53年～H２年は

700万円以上）

3



73

47

38

37

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

まとまった資金がないから

投資の知識がないから
（投資は難しいものだと思うから)

投資は損をしそうで怖いから

どのように有価証券を購入したら
良いのか分からないから

取引を行う時間的ゆとりがないから

投資未経験者(n=1135)
(%)

非稼動口座

53.5%

（528万口座）

0円超～
20万円

7.0%

20万円超～
40万円

3.4%

40万円超～
60万円

3.5%

60万円超～
80万円

2.9%

80万円超～
100万円

29.8%

少額投資
を知らない
少額投資
を知らない

積立投資
を知らない
積立投資
を知らない

 一般ＮＩＳＡは着実に普及。ただし、積立による利用は、総口座数の１割以下。

 また、非稼動口座（一度も買付けが行われていない口座）が全体の50％以上。
⇒ 少額からの積立投資が十分浸透していない。

ＮＩＳＡ口座の使用状況 投資は資産形成に必要だと思うが投資を行わない理由

ＮＩＳＡ口座開設数・買付額の推移（28年12月末時点（速報値））

一般ＮＩＳＡの現状

※ 積立件数については、平成26年末及び平成27年末における計数を基に四半期に引き直したもの。
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家計の資産形成の促進に向けた取組み

販売上位投信に毎月分配型の占める割合残高上位投資信託の日米比較

規模（純資産）の平均
（兆円）

販売手数料 信託報酬（年率） 収益率（年率）

平均（税抜き） 過去10年平均

日
本 1.1 3.20% 1.53% ▲0.11%

米
国 22.6 0.59% 0.28% 5.20%

日米の投資信託の残高上位５本を比較すると以下のとおり

Ⅰ 「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み

○ 今後、「原則」の定着に向けて各金融事業者が実効的な取組方針を策定し、実践していく必要

⇒ 金融事業者による取組みが形式的なものに止まることなく、実質を伴う形での定着に向けた取組みを推進

投信の平均販売手数料の推移

Ⅱ 実践的な投資教育の推進

○ 家計には、実践的な投資知識（長期・積立・分散投資の有効性など）を身に付けてもらう必要

⇒ 投資初心者をはじめとする家計向けの実践的な投資教材を作成し、活用を推進

5

主要行等８行及び地域銀行10行、証券会社
大手５社での売れ筋投信のトップ5本を分配頻
度別に集計
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主要行等８行及び地域銀行10行、証券会社大
手５社へのヒアリングベース

毎月分配

66%

それ以外

34%

Ⅲ つみたてNISAの創設

○ 家計による少額からの長期・積立・分散投資を税制面から促進

⇒ つみたてNISAを創設（平成30年１月～）。対象商品についても長期・積立・分散投資に資する投資信託に限定



実践的な投資教育（積立・分散投資の有効性）

 国民が安定的な資産形成を行うためには、長期の積立・分散投資が有効。

• 投資対象をグローバルに分散させることで、世界経済の成長の果実を享受することが可能。
• 投資時期の分散（積立投資）により、高値掴み等のリスクを軽減することが可能。
• 長期で保有することにより、投資リターンの安定化が可能。

⇒ 「長期投資に適した商品を積立投資を通じて、長期で保有することの有効性」を認識してもらうことが重要。

（注）1985年以降の各年に、毎月同額ずつ国内外の株式・債券の買付けを行ったもの。各年の買付け後、保有期間
が経過した時点での時価をもとに運用結果及び年率を算出している。
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185万円～321万円

国内外の株式・債券に分散投資した場合の収益率の分布

20年の保有期間では、投資収益率２～８％（年率）に収斂。

長期・積立・分散投資の効果（実績）

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

Ｂ：国内の株・債券に
半分ずつ投資
38.0%
[年平均 1.9%]

Ａ：定期預金 1.32%
[年平均 0.1%]

（年末）

Ｃ：国内・先進国・新興
国の株・債券に1/6
ずつ投資 79.9 %
[年平均 4.0%]

（注）各計数は、毎年同額を投資した場合の各年末時点での累積リターン。
株式は、各国の代表的な株価指数を基に、市場規模等に応じ各国のウェイトをかけたもの。
債券は、各国の国債を基に、市場規模等に応じ各国のウェイトをかけたもの。 6
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つみたてNISAの概要

非課税投資枠等 年間投資上限額：40万円、非課税保有期間：20年間、投資可能期間：平成30年～49年（20年間）

投資対象商品

長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で以下の要件をすべて満たすもの

○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること

○ 分配頻度が毎月でないこと

○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

○ 告示で定める要件を満たしていること（別紙）

投資方法 契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付け

現行ＮＩＳＡとの関係 一般NISAと選択して適用可能

受付・購入 受付開始：平成29年10月１日、買付開始：平成30年１月１日

40万円

40万円

40万円

40万円

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

40万円

・
・
・

20年間

20
年
間
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つみたてＮＩＳＡの対象商品の概要

公募株式
投資信託

ＥＴＦ

指定インデックス
投資信託

指定インデックス投資信
託以外の投資信託

指定されたインデックスに連動する一
定の投資信託

マーケットから継続的に選択・支持さ
れている一定の投資信託

指定されたインデックスに連動する一定のＥＴＦ

8



つみたてＮＩＳＡの対象商品の要件①（指定インデックス投資信託）

上記の政令の要件に加え、以下の要件を満たすことが必要
＜共通要件＞
以下の要件を全て満たすこと
・ 告示において指定されたインデックスに連動していること（別表）（注１）
・ 主たる投資の対象資産に株式を含むこと
・ 販売手数料：ノーロード（注２）
・ 受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・ 金融庁へ届出がされていること

①国内資産を対象とするもの
・ 信託報酬：0.5％以下（税抜き）（注３）

②海外資産を対象とするもの
・ 信託報酬：0.75％以下（税抜き）（注３）

例）国内外の株式・債券等に分散してインデックス投資をするもの
（バランス型投信）
日経225等にインデックス投資をするもの

指定インデックス投資信託の要件

（注１）マーケット全体の動きに連動する主要なインデックス。
（注２）解約手数料、口座管理手数料についてもゼロであること。信託財産留保額の有無については、対象商品の要件とはしない。
（注３）ファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を含む。 9

○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

政
令
の
要
件



つみたてＮＩＳＡの対象商品の要件②（アクティブ運用投資信託等）

上記の政令の要件に加え、以下の要件を満たすことが必要
＜共通要件＞
以下の要件を全て満たすこと
・ 純資産額が、50億円以上
・ 信託設定以降、５年以上経過
・ 信託の計算期間のうち、資金流入超の回数が２/３以上であること
・ 主たる投資の対象資産に株式を含むこと
・ 販売手数料：ノーロード（注１）
・ 受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・ 金融庁へ届出がされていること

①国内資産を対象とするもの
・ 信託報酬：1％以下（税抜き）（注２）
②海外資産を対象とするもの
・ 信託報酬：1.5％以下（税抜き）（注２）

指定インデックス投資信託以外の投資信託の要件

10

○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

政
令
の
要
件

（注１）解約手数料、口座管理手数料についてもゼロであること。信託財産留保額の有無については、対象商品の要件とはしない。
（注２）ファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を含む。



つみたてＮＩＳＡの対象商品の要件③（ＥＴＦ）

上記の政令の要件に加え、以下の要件を満たすことが必要
＜共通要件＞
以下の要件を全て満たすこと。
・ 告示において指定されたインデックスに連動していること（別表）（注１）
・ 投資の対象資産が株式であること
・ 最低取引単位が1,000円以下
・ 販売手数料：1.25％以下（注２）
・ 受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・ 金融庁へ届出がされていること

①国内取引所に上場しているもの
・ 円滑な流通のための措置が講じられているとして取引所が指定するもの
・ 信託報酬：0.25％以下（税抜き）

②外国取引所に上場しているもの
・ 資産残高が1兆円以上
・ 信託報酬：0.25％以下（税抜き）

ＥＴＦの要件

（注１）指定インデックス投信のインデックスと同じもの。
（注２）口座管理手数料についてもゼロ。 11

○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

政
令
の
要
件



日本 全世界 先進国 新興国

株
式

単
品
で
も
組
成
可
能

• TOPIX
•日経225
• JPX日経400
•MSCI Japan Index

•MSCI ACWI Index
• FTSE Global All Cap 
Index

• FTSE Developed Index
• FTSE Developed All Cap Index
• S&P 500
• CRSP U.S. Total Market Index
•MSCI World Index
•MSCI World IMI Index

•MSCI Emerging Markets 
Index
• FTSE Emerging Index
• FTSE RAFI Emerging 
Index

組
合
せ
で
の
み
組
成
可
能
（
株
式
指
数
は
必
須
）

ー ー

•MSCI Europe Index
• FTSE Developed Europe All Cap
Index
• Stoxx Europe 600
•MSCI Pacific Index

•MSCI AC Asia pacific Index

債
券

•NOMURA-BPI総合
•DBI総合
•NOMURA-BPI国債
• Barclays Japan 
Government Float 
Adjusted Bond Index

• Citi-group World 
Government Bond 
Index
• Barclays Capital 
Global Treasury

• Bloomberg-Barclays Global 
Aggregate Index 
• Barclays U.S. Government Float 
Adjusted Bond Index
• Barclays Euro Government Float 
Adjusted Bond Index

• JP Morgan GBI EM Global 
Diversified
• JP Morgan Emerging 
Market Bond Index Plus

不
動
産
投
信

•東証REIT指数 ー
• S&P先進国REIT指数
• S&P米国REIT指数
• S&P欧州REIT指数
• FTSE NAREIT ｴｸｲﾃｨREIT ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

ー

つみたてＮＩＳＡの対象とする指数一覧

（注）各指数は、配当を含めるか否かの別、為替ヘッジの有無の別若しくは特定の一国を除外又は包含するか否かの別により、
別個の指数を算出している場合における当該指数を含む。

（別表）

12



対象商品のイメージ

国内 内外 海外

株式型
（※）

資産複合型
（※）

対象商品

指定インデックス投資信託

国内 内外 海外

株式型
（※）

資産複合型
（※）

指定インデックス投資信託以外の投資信託

対象商品

信託期間/分配頻度/非デリバティブ/手数料
＋

主要なインデックスに限定

信託期間/分配頻度/非デリバティブ/手数料
＋

実績要件で絞り込み

（※）①株式で運用を行う投資信託及び②株式と債券等の双方を組み合わせて運用を行う投資信託を対象とする。
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金融庁
への届出
（注１）

対象指数 売買手数料
（税抜）

信託報酬
（税抜）

信託報酬等
の実額通知

その他

公募株式
投資信託

※投資の対
象資産に株
式を含む必
要

(1)指定インデックス
投資信託

①国内資産を
対象とするもの

必要 指定
（別表）

ノーロード
（注２）

0.5％以下 必要 －

②海外資産を
対象とするもの

0.75％以下

(2)指定インデックス
投資信託以外の
投資信託
（アクティブ運用投
資信託等）

①国内資産を
対象とするもの

－ 1％以下 ・純資産額50億円以上
・信託開始以降5年経過
・信託期間の2/3で資金流入超

②海外資産を
対象とするもの

1.5％以下

上場株式
投資信託
（ＥＴＦ）

※株式指数
のみを対象
としている必
要

国内取引所のＥＴＦ 必要 指定
（別表）

1.25％以下
（注３）

0.25％以下 必要 ・円滑な流通のための措置が
講じられているとして取引所が
指定するもの
・最低取引単位1,000円以下
（るいとう）

・資産残高１兆円以上
・最低取引単位1,000円以下
（るいとう）

外国取引所のＥＴＦ

つみたてＮＩＳＡの対象商品の要件まとめ

（注１）平成29年10月1日から届出開始。 （注２）解約手数料（信託財産留保額を除く）、口座管理料についてもゼロ。 （注３）口座管理料についてもゼロ。
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信託報酬（税抜き、年率）

国内株式アクティブ

(参考値)日経225ETF

15

国内株式アクティブ運用投信の信託報酬とリターンの関係

 日本の国内株式へ投資するアクティブ運用投信の信託報酬とリターンを見ると、リターンのバラツキが大きい
もの（ハイリスク・ハイリターン）は、信託報酬が高い傾向。

（注１）10年以上存続している国内株式へ投資するアクティブ運用投信（確定拠出年金専用は除く。281本）について調べたもの。
（注２）信託報酬には、ファンドオブファンズの場合、投資先ファンドの信託報酬を含む。
（注３）日経225ETFの信託報酬（税抜き、年率）は0.22%で、同じ条件で比較した場合の年率リターン（過去10年間、信託報酬控除
後）は2.76%。

（出典）QUICK、Bloombergのデータ（2016年11月末時点）より、金融庁作成



つみたてＮＩＳＡ基準の当てはめ（日米の規模の大きい株式投信比較）

■ 日米における株式を投資対象とする公募投資信託（公社債投資信託等を除く）の純資産額上位
10本について、つみたてＮＩＳＡの基準を当てはめた結果、

・日本の投信上位10本は、積立ＮＩＳＡの対象となるものはない

・一方で、米国の投信上位10本については、うち８本が積立ＮＩＳＡの対象となる

（注）販売手数料は、ノーロード又はクラスＣ（購入後１年以内に売却しなければゼロ）のもの
を記載。信託報酬は、その場合に適用されるものを記載。

【日本】 【米国】

順位 2016年３月末時点 分類
分配頻度
(非毎月分配)

販売
手数料

信託
報酬

資金流出入
基準

（アクティブ型のみ）

つみたてＮＩＳＡ
対象 順位 2016年３月末時点 分類

分配頻度
(非毎月分配)

販売
手数料

信託
報酬

資金流出入
基準

（アクティブ型のみ）

つみたてＮＩＳＡ
対象

1 国内外株式① アクティブ型 × 3.78% 1.66% × × 1 米国株式① インデックス型 ○ － 0.15% － ◎

2
海外株式①
（アジア）

アクティブ型 × 3.24% 1.60% ○ × 2 米国株式② インデックス型 ○ － 0.04% － ◎

3 国内外株式② アクティブ型 × 3.78% 1.76% × × 3 国内外株式① インデックス型 ○ － 0.18% － ◎

4
海外株式②
（新興国）

アクティブ型 × 3.24% 1.84% ○ × 4 米国株式③ インデックス型 ○ － 0.14% － ◎

5 国内外株式③ アクティブ型 × 3.24% 0.95% × × 5 米国株式④ アクティブ型 ○ － 1.46% 〇 ×

6 国内株式① アクティブ型 ○ 3.24% 1.53% × × 6 海外株式 アクティブ型 ○ － 1.62% 〇 ×

7
国内外株式④
（テーマ型）

アクティブ型 ○ 3.24% 2.20% × × 7 米国株式⑤ アクティブ型 ○ － 0.68% 〇 ◎

8
国内外株式⑤
（テーマ型）

アクティブ型 ○ 3.78% 1.76% ○ × 8 国内外株式② アクティブ型 ○ － 1.40% 〇 ◎

9
国内外株式⑥
（高配当）

アクティブ型 × 4.32% 1.90% ○ × 9 国内外株式③ アクティブ型 ○ － 1.36% 〇 ◎

10 国内株式② アクティブ型 × 3.24% 1.65% × × 10 米国株⑥ インデックス型 ○ － 0.10% － ◎

（出典）QUICK、野村総合研究所のデータを基に金融庁作成 （出典）モーニングスター、Bloombergのデータを基に金融庁作成
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・年間投資上限：４０万円

・非課税で持ち続けることのできる期間：２０年間

・非課税枠：８００万円（４０万円×２０年）

・年間投資上限：１２０万円

・非課税で持ち続けることのできる期間：５年間

・非課税枠：６００万円（１２０万円×５年）

一般ＮＩＳＡとつみたてＮＩＳＡ

一般NISA つみたてNISA

５年間 ２０年間

いずれか
選択制

H26

H27

H28 120

H29 120

H30 120

H31 120

H32 120

H33 120

H34 120

H35 120

H30 40

H31 40

H32 40

H33 40

H34 40

H35 40

H36 40

H37 40

H38 40

H39 40

H40 40

H41 40

H42 40

H43 40

H44 40

H45 40

H46 40

H47 40

H48 40

H49 40 17



iDeCo（平成29年１月～） つみたてNISA（平成30年１月～）

対象者 自営業者 専業主婦 会社員 公務員 20歳以上の居住者

年間拠出額 81.6万円 27.6万円 14.4万円 14.4万円 40万円

非課税期間 制限なし 20年間

投資可能商品 投資信託・保険商品
公社債・預貯金など

長期の積立・分散投資に適した一定の
投資信託で租特令・告示の要件を満たすもの

払出し制限 60歳まで（例外あり※2） なし

税制上の
メリット

掛金が全額所得控除
運用益が非課税

受給時の退職所得控除等
運用益が非課税

iDeCoとつみたてＮＩＳＡ

※1企業年金等に加入していない場合、年間拠出額は27.6万円。企業年金等のうち企業型DCのみに加入している場合、年間拠出額は24万円。
※2一定の要件を満たした場合、脱退一時金の受取りが可能。

(※1)
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ほぼ０円
5.5%

年に１千円前後
24.8%

年に５千円前後
25.5%

年に１万円前後
19.5%

年に１万５千円

前後

25.3%

年に２万円

以上

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

おおまかには

知っていると回答した人

投資信託の信託報酬に関するアンケート調査

■ 現に投資信託を保有している個人投資家に、Ｑ１「保有している投資信託の信託報酬は、およそどれくらいかご存じです
か」と尋ねたところ、「おおまかに知っている」と回答した者は５割を占めた。

■ しかしながら、上記の回答をした者に、Ｑ２「一般的には投資額100万円から１年間にどれくらいの信託報酬が差し引かれ
ていると思いますか」と尋ねたところ、（実際に差し引かれる信託報酬額の平均は1万４千円程度にも関わらず）１万円以
下と回答した者は７割に及ぶ。

（注）Ｑ１で「知らなった人」、「覚えていない人」と回答した者にＱ２の質問をしたところ、同様に１万円以下と回答した者は８割を超えた。

Ｑ２：仮に、投資信託を100万円分買って保有し続けていますが、この間、大きく値上がりも値下がりもしていないものとしま
す。この場合、一般的にはこの100万円から、１年間にどれくらいの「信託報酬」が差し引かれていると思いますか。

（注）投資信託を保有している4,000人に対し、投資信託についてのアンケート調査を行ったもの

ほぼ０円
4.7%

ほぼ０円
12.7%

年に１千円前後
32.4%

年に１千円前後
36.9%

年に５千円前後
26.6%

年に５千円前後
22.1%

年に１万円前後
19.6%

年に１万円前後
15.3%

年に１万５千円前後
7.3%

年に１万５千円前後
2.5%

年に２万円

以上

9.4%

年に２万円

以上

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買ったときには

知っていたと思うが、

今聞かれても

覚えていない人

買ったときにも

知らなかった

（意識しなかった）人

信託報酬を知らなかった、覚えていない人の回答信託報酬を知らなかった、覚えていない人の回答

おおまかに知っている人の回答おおまかに知っている人の回答

Ｑ１：現在、保有している投資信託の信託報酬は、およそどれくらい
かご存知ですか。

おおまかには

知っている

50.2%

知らない、

覚えていない

50%
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「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書

（平成29年3月30日公表）抜粋

２．積立NISAの対象となる投資信託の基準について

（５）その他

積立NISAに関しても、金融機関の顧客本位の業務運営（フィデューシャリ―・デューティー）を
徹底することが重要であることは言うまでもない。

このため、運用会社においては、積立NISA向けの商品を組成・提供する際、当該商品がなぜ
積立NISAに適していると考えられるのか、どのような顧客に適しているか等についての公表を
行うことが望まれる。

同様に、販売会社においても、積立NISA向けの商品ラインナップに関し、当該商品をラインナ
ップに組み入れた理由や、どのような顧客に適しているか等についての説明・公表を行うことが

望ましい。具体的には、個々の顧客によって、保有する金融資産の状況や顧客自身にとっての

積立NISAの位置付けが異なることを踏まえ、預金しか保有していない顧客に対しては、株式主
体の投資信託の保有を通じてアセットクラスの分散が可能になることを説明するなど、顧客の金

融資産全体のポートフォリオを最適化する観点から、的確な説明を行うことが求められる。また

、例えば、将来、一時的に相場の変動が生じたとしても定額積立投資を長期的に継続すること

の意義等に関して、顧客の認識が深まるよう、説明を行うべきである。
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一般ＮＩＳＡにおけるマイナンバーの取扱いについて

平成29年10月１日 平成29年12月31日

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
告
知
を
依
頼

（
租
税
特
別
措
置
法
（
附
則
平
成
28
年
）
第
73
条
２
～
４
項
の
手
続
き
に
留
意
）

特段の手続きなし

１．マイナンバーの告知あり

平成30年分の投資枠は
設定されない

①つみたて
NISA

③利用しない

②一般NISA

希望しない旨の届出の提出

異動届出書を提出（年内） つみたてＮＩＳＡが設定

２．マイナンバーの告知なし

つみたてＮＩＳＡが
設定

一般ＮＩＳＡが設定

平成30年分の投資枠は
設定されない

特段の手続きなし

一般ＮＩＳＡが設定

①つみたて
NISA

③利用しない

②一般NISA

非課税適用確認書の交付申請書の提出
（併せてマイナンバーの告知等本人確認書類の提出）

※現行NISA or 積立NISAを選択
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（ご参考）財務局の無料講師派遣制度について
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